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① 入浴可否意見書の注意事項に従い実施

します。また看護師が主治医からの指示

に従い、処置もおこないます 

② 看護師 1名、介護員 1名、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 1名

の 3名で伺います 

③ シーツ交換、衣類交換も行います 

④ ご本人の意向に沿って入浴していただ

きます（時間やお湯の温度等） 

⑤ ベテランの職員が介護上のお悩みをお

聞きします 

社会福祉法人 七恵会 

在宅複合型施設 長上苑 

住所：浜松市中央区中田町５８４番地 

電話：４１１－００１１ 

FAX ：４１１－００１２ 

ﾒｰﾙ：nagakamien@nanakeikai.jp 

HP：https://www.nanakeikai.jp 

担当：松岡 徹 

営業時間 8：30～17：30 

事業所番号【2277100208】 

長上苑 訪問入浴介護サービスのご案内 

1.ケアマネジャーさん、障害相談員さんに 

ご相談ください 

①9：00～9：40 

②10：00～10：40 

③11：00～11：40 

2.ご自宅へ事前訪問いたします 

※ご本人の様子やお宅の環境（電源・排水

等）を確認させてもらいます 

3.入浴可否意見書を主治医の先生にご記入

いただきます 

※状況に応じ書類はこちらから先生に記入

をお願いします。 

4.ご本人の状態や環境面で問題がなければ

入浴サービスのご利用開始となります 

※サービス開始まで迅速に対応いたします 

（実績として最短 3日で対応しました） 

※予定日に入浴できなかった場合には、空き等に応じ振替入浴も可能です 

介護保険で要介護 1～5の認定を受けている方

及び、浜松市在宅重度身体障害者移動入浴サー

ビスにおいて市が指定する方で主治医より訪問

入浴の利用が可能と判断を受けた方 

提供日：月曜日～金曜日（祝祭日も提供） 

お休み：土・日曜日、1/1～1/3 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1502872308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtcGVvcGxlLXNlYXJjaC11c2Etb25saW5lLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wNC95YWt1ZGF0dS5qcGc-/RS=%5eADBuG1pLBkMMbRnnNZzCxWcFMo3Zuo-;_ylt=A2RinFxzsZJZSjIATlKU3uV7
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～訪問入浴介護サービスの流れ～ 所要時間は約 40分程度です 

1.利用当日の電話連絡 

 当日の出発前にお電話をさせてもらい 

ます。 利用や体調について確認します。 

2.入浴前の健康チェック 

 看護師が体温・血圧・脈・呼吸等状態の 

確認を行います。体調等によって主治医 

やご家族様と相談のうえ、清拭へ変更す 

ることもございます。 

3.準備 

 浴槽など必要な器材を搬入・準備致し 

ます。 
4.浴槽への移動 

 衣類着脱は必要に応じて、お手伝いしま 

す。その後、歩ける方、歩けない方それぞ 

れに応じた援助で浴槽へ移動していた 

だきます。 

5.洗髪・洗顔・洗身 

 濡れタオルで優しく顔を拭きます。頭部 

はシャワーで汚れを落とし、耳に水が入 

らないようにします。ワキや背中など、皮 

膚を傷つけないよう優しく洗います。 

6.入浴後の健康チェック 

 看護師が状態の確認をします。ご本人に 

水分補給を行ってもらいます。 

7.片付 

 器材の片づけ、お部屋を元の状態に戻し 

ます。 

○ご要望に応じて、シーツ交換、爪切り、耳掃除等お手伝いします 

○ご家族に用意していただく物：・着替え ・フェイスタオル 1枚 ・シャンプーや石鹸 ・ドライヤー 

・浴槽洗い用スポンジ 

            （必要に応じ）・リンス ・髭剃り ・シーツ 
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【単位数】 

・入浴：1,266単位 ・清拭部分浴：1,140単位 ・初回加算：200単位（初めてご利用の場合） 

（加算）・サービス提供体制加算Ⅰ  ・処遇改善加算Ⅰ  

【金額例】1割負担の場合 

・入浴を月 4回利用した場合の利用者負担金額：5,885円  

内訳 1,266単位×4回＝5,064単位 

  （5,064単位 ＋ サービス提供体制加算Ⅰ 176単位 ＋ 処遇改善加算Ⅰ 524単位） 

×10.21円＝5,885円 

お知らせ 

Q.部屋はどの程度の広さがあればいいですか？ 

A.浴槽は組み立て式ですので、約 1畳半のスペースがあれば提供可能です。 

Q.家の 2階やアパートの 2階でも利用はできますか？ 

A.ご利用いただけます。浴槽や機器類の搬入は職員が協力して行います。環境に応じ入浴車 

から送水するホースを窓やベランダなどから吊り下げて対応します。 

Q.来てくれたのに体調が優れない場合はどうなるのでしょう？ 

A.看護師が体調を確認し、必要に応じ主治医へ相談致します。状態に応じシャワー浴、短時間 

での入浴、清拭、後日利用の振替など相談させていただきます。 

Q.利用の時は何を準備しておけば良いですか？ 

A.着換え、フェイスタオル 1枚、石鹸、シャンプー、ドライヤー、浴槽洗い用スポンジ 

必要に応じて：リンス、髭剃り（電気、T字）、シーツ 

Q.毎回違った人が来るのですか？ 

A.ご安心下さい。曜日固定制のため、同じ職員が来ます。ベテラン職員のため、相談もしやす 

いです。 

Q.利用するのになぜ先生の書類（可否意見書）が必要なのですか？ 

A.ご利用される方は、色々なご病気があったり、ご自分から状態を伝えて下さることが難しい方 

も多くいらっしゃいます。入浴は危険も伴いますので、ご本人、ご家族ともに安心していただく 

ためには、主治医の先生から状態の目安となる指示をもらっておくことが必要と考えていま 

す。 


